
2 0 2 ２ 年 ７ 月 １ ４ 日

＜記者会見項目＞  
　【１.子どもにやさしいまちへ】
　　　①児童館における一時預かり事業の実施 

　　　②養育費確保支援事業の実施

　【２.困っているひとにやさしいまちへ】
　　　③新型コロナウイルス感染症への対応

　　　④ウクライナ避難民への対応

　　　⑤相続登記手続きに関する区民相談事業の実施

　　　⑥男性用トイレのサニタリーＢＯＸの試行的設置

　【３.安全で活力のあるまちへ】
　　　⑦中野駅南口地区のまちづくりの現況

　　　⑧中野二丁目再開発権利床活用事業に係る事業者募集の選定結果

　　　⑨中野サンプラザの閉館等

　　　⑩中野区生活応援事業の実施

　　　⑪令和４年度シティプロモーション事業助成事業の決定

中野区長定例記者会見資料

【発信者】企画部 広聴・広報課長　高村　　電話番号　03-3228-8928 １



２

１．子どもにやさしいまちへ

子育て先進区の実現に向けて、２０２２年３月に制定した「中野区子どもの権利
に関する条例」に基づき、子どものセーフティネットを強化するとともに、子育
て・子育ち環境や、地域全体で子育てを応援するための体制を整備します。

① 児童館における一時預かり事業の実施
② 養育費確保支援事業の実施
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① 児童館における一時預かり事業の実施

【問合せ】子ども教育部　育成活動推進課長　細野
　電話番号　03-3228-5795

　保護者の方が仕事やリフレッシュ、通院などの理由で育児ができない時に利用できる
よう、児童館における一時預かり事業を実施する。２０２２年度は、みずの塔ふれあい
の家を加え、実施場所を２か所に拡充する。

▼利用対象　区内在住の満１歳から６歳までの就学前の幼児

▼実施期間　２０２２年８月１７日から２０２３年３月３０日まで
　　　　　　（１２月２９日から１月１０日までを除く）

▼実施場所　①南中野児童館（弥生町４ー３６－１５）
　　　　　　②みずの塔ふれあいの家（江古田１－９－２４）

▼利用方法　　利用登録が必要（７月２０日から登録開始）
　　　　　　　利用登録後、利用希望日の１か月前から前日までに電話またはメールで
　　　　　　　利用予約をする

▶利用できる日時：①木曜日・土曜日の１０時から１６時まで
　　　　　　　　 ②水曜日・土曜日の１０時から１６時まで
▶定員：４名
▶利用料金：１時間あたり８００円

※２０２１年度実績(試行実施)　利用人数：延１８名
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② 養育費確保支援事業の実施

【問合せ】子ども教育部　子育て支援課長　滝浪
　電話番号　03-3228-8996

▼内容
・養育費に係る相談

・公正証書等による債務名義の作成に係る経費補助

▶母子・父子自立支援員が、離婚後に受給可能な手当や生活支援の情報を提供するとともに、
個々の状況に応じた養育費の取り決めに関する手続き方法を提案する。

▶対象者：１８歳（高校３年生等）までの子を養育している区内在住のひとり親等
▶対象経費：養育費の取り決めに要する公証人手数料や、家庭裁判所の調停申立て・裁判に
　　　　　 要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用、連絡用の郵便切手代
▶補助上限額：２０，０００円

　近年、中野区における児童扶養手当の受給者数は減少している一方、全部受給者の割合
は上昇傾向にある。さらに、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、困難な状況に
置かれたひとり親家庭が増加していると考えられる。また、中野区が２０２１年度に実施
した養育費に関するアンケートでは、ひとり親家庭の約７割が養育費を受け取っていない
状況である。
　ひとり親家庭等の生活の安定と子どものすこやかな成長を図るため、養育費の取り決め
の債権義務化を促進するとともに、養育費の支払いの確保を支援する。



５

２．困っているひとにやさしいまちへ

新型コロナウイルス感染症の拡大・長期化により、生活の格差が大きくなってい
ます。ワクチンの４回目接種の着実に進めるとともに、生活に困窮している世帯
への支援を時期を逸することなく実施します。国籍・性別・世代を問わず、困っ
ているひとへの支援を進めます。

③ 新型コロナウイルス感染症への対応
④ ウクライナ避難民への対応
⑤ 相続登記手続きに関する区民相談事業の実施
⑥ 男性用トイレのサニタリーＢＯＸの試行的設置
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■生活支援策

低所得の子育て世帯への生活支援特別給付金の支給

　食費等の物価高騰に直面する低所得の子育て世帯を支援。対象児童１人あたり一律５万円を支給
▼ 対象①ひとり親世帯　６月２８日から給付開始
▼ 対象②ひとり親世帯以外　７月２９日から給付開始　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

住民税非課税世帯・家計急変世帯への臨時特別給付金の支給

　新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した世帯等を支援。対象世帯あたり一律１０
万円を支給
▼ 対象①住民税非課税世帯　７月下旬から給付開始
▼ 対象②家計急変世帯　７月下旬から給付開始　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

国民健康保険料等の減免

　新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方の保険料を減免
▼ 減免率　前年の所得に応じて、２割～１０割を減免。７月５日から受付開始（国民健康保険料）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

生活困窮者自立支援金及び住居確保給付金の支給

　新型コロナウイルス感染症の影響により、離職等で住居を失った方、休業・失業等で家計維持が困
難な方を支援
▼ 生活困窮者自立支援金　２０２２年８月３１日まで（申請期限延長）
▼ 住居確保給付金　２０２２年８月３１日まで（再支給の場合）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

③－１ 新型コロナウイルス感染症への対応
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③－２ 新型コロナウイルス感染症への対応

■中野区新型コロナウイルスワクチンの接種状況（2022年7月11日９時現在）

区分
１回目
接種率
（％）

2回目
接種率
（％）

3回目
接種率
（％）

4回目
接種率
（％）

対象者数
１回目
接種者数

２回目
接種者数

3回目
接種者数

4回目
接種者数

65歳以上 93.1 92.6 86.6 17.7 67,613 62,949 62,620 58,569 11,957

60～64歳 91.8 91.3 80.7 2.3 16,071 14,759 14,673 12,964 364

18～59歳 83.1 82.3 54.9 0.0 213,025 177,104 175,346 116,915 101

12～17歳 70.7 69.4 27.7 10,358 7,320 7,189 2,867

5～11歳 15.7 14.4 13,936 2,181 2,010

合計 82.3 81.6 62.3 4.2 321,003 264,313 261,838 191,315 12,422

■中野区新型コロナウイルスワクチンの４回目接種

接種方法 会場 概要

①個別接種
区内約130の医療機関で実施【5月～】
（ファイザー社、武田/モデルナ社製）

60歳以上：申請不要
18～59歳：①基礎疾患のある方：要申請、②精神障害者保
　　　　　　　　健福祉手帳、療育手帳をお持ちの方：申請不要

②集団接種 中野サンプラザ（武田/モデルナ社製） 7/1～8/12までの期間のうち、木曜日・金曜日・土曜日

③高齢者施設等 原則施設毎に希望者を把握して施設において接種

④訪問接種 寝たきり等により上記のワクチン接種が困難で、かかりつけ医の往診接種ができない方（要申請）

【問合せ】保健所次長 杉本   電話番号 03-６３８２-８８４５

▼対象
・６０歳以上の方　・１８～５９歳の基礎疾患のある方、その他重症化リスクが高いと医師が認める方
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▼ワンストップ相談窓口の設置
　相談内容に応じた情報提供や、国・都・区の窓口を案内。新たな支援情報などを、避難
民またはその支援者にメール等で周知している。

　
▼翻訳機の提供
　ウクライナ大使館との協力により、希望する避難民に翻訳機を提供

▼生活支援一時金の支給
　区内在住の避難民へ、１人あたり１０万円を支給

　現在、中野区内には５名のウクライナから避難されている方が住民登録しており、国・都
と連携をとりながら支援を行っている。中野区は避難されている方が安心して生活できるよ
う、相談窓口を設置するとともに、一時金を支給する。

④ ウクライナ避難民への対応

【問合せ】区民部　文化国際交流担当課長　矢澤
　　電話番号　03-3228-5796

区が実施する支援

中野区国際交流協会が実施する支援

▼日本語学習支援、交流・コミュニティ形成支援
　日本語学習講座を無料で提供するほか、区内在住外国人との交流のきっかけとなる事業
へ招待し、コミュニティ形成を支援

電話：03-3228-5480 　メール：bunkakokusai@city.tokyo-nakano.lg.jp
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▼概要
　東京司法書士会中野支部と中野区の連携協定に基づき、
同支部所属の司法書士が相続登記手続きに係る相談・アド
バイスを実施（無料）。
【都内自治体初】

▼日時・場所
・毎月第４木曜日　午後１時から午後４時まで
　（各日６枠、相談時間２５分）
・中野区役所１階専門相談室

▼開始日
　・７月２１日（木曜日）予約開始
　・７月２８日（木曜日）相談事業の開始

⑤ 相続登記手続きに関する区民相談事業の実施

【問合せ】区民部　区民文化国際課長　鈴木
　　電話番号　03-3228-８８８０

　法改正により、２０２４年４月から不動産の相続登記が義務化される。今後増加する相
続登記手続きに係る区民からの相談ニーズに応えるため、新たに相続登記手続きに関する
相談事業を実施する。
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▼概要
　膀胱がんや前立腺がんの手術を受けた方や病気・高齢の方など、尿漏れ用パッドやおむ
つ等を使用する方が利用できる男性用サニタリーボックスを試行的に設置する。

▼場所
　中野区役所本庁舎　男性用個室トイレ（１階～３階エレベータホール前）

▼設置時期
　７月４日（月曜日）

⑥ 男性用トイレのサニタリーＢＯＸの試行的設置

【問合せ】健康福祉部　福祉推進課長　中谷
電話番号　03-3228-5628

　多くの方が安心して外出できるよう、病気や高齢の方などが利用できる男性用サニタリー
ボックスを区役所の男性用個室トイレに設置する。



３．安全で活力のあるまちへ

新型コロナウイルス感染症を乗り越え活動を力強く再開し、経済と活力を取り戻
します。さらに、中野駅周辺のまちづくりを機に、まちの活力と魅力をさらに高
めていくための取り組みを進めます。

⑦ 中野駅南口地区のまちづくりの現況
⑧ 中野二丁目再開発権利床活用事業に係る事業者募集の
　 選定結果
⑨ 中野サンプラザの閉館等
⑩ 中野区生活応援事業の実施
⑪ 令和４年度シティプロモーション事業助成事業の決定

写真

1１
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▼事業概要
　土地区画整理事業と市街地再開発事業の一体的施行による事業（範囲別紙参照）

▼今後のスケジュール

　

⑦－１ 中野駅南口地区のまちづくりの現況

【問合せ】まちづくり推進部　中野駅周辺地区担当課長　山本
　　　　　　電話番号　03-3228-8276

▶土地区画整理事業：公共施設の整備改善と防災性の向上を図る
　・駅前広場の拡張整備
　・道路の新設及び拡幅等
▶市街地再開発事業：中野駅南口の活性化とにぎわいの創出を図る
　・駅前広場機能を担う歩行者空間の整備
　・商業施設・事務所・住宅の整備
　・周辺地域とのネットワークに寄与するユニバーサルデザインに配慮した新たな
　　歩行者動線の整備（地区の高低差に対応した広場等整備）

▶土地区画整理事業
　２０２２年度　中野駅前交番の仮移転整備着手（別紙参照）
　２０２５年度　土地区画整理事業完了
▶市街地再開発事業
　２０２３年度　施設建築物の建築工事完了（業務棟、住宅棟）
　２０２５年度　市街地再開発事業完了
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⑦－２ 中野駅南口地区のまちづくりの現況

※パース図はイメージであり、今後の計画によって
　 変更となる可能性がある。

※施設建築物の整備イメージ

土地区画整理事業と市街地再開発事業の範囲（図１）
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⑦－３ 中野駅南口地区のまちづくりの現況

中野駅前交番の仮移転整備（図２）南口駅前広場の拡張整備イメージ
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⑧－１ 中野二丁目再開発権利床活用事業に係る事業者募集の選定結果

【問合せ】企画部　構造改革担当課長　瀬谷　電話番号　03-3228-３２６１

▼事業の概要
　２０２２年３月に策定した活用方針に基づき、中野二丁目再開発権利床の活用
について、公募型プロポーザルにより民間事業者の募集・選定を実施。
　具体的には、再開発建物２階部分に当たる権利床を有効活用するため、公共公
益に資するスペースと収益等を目的として民間事業を一体的に展開する事業者に
貸し付けるものとし、その活用策の提案と事業者を募集・選定した。

▼審査結果
　優先交渉権者：西松地所株式会社
　提案内容：次ページ⑧ー２のとおり

▼今後のスケジュール
　２０２２年７月　優先交渉権者との基本協定締結
　２０２４年２月　建物竣工、定期建物賃貸借契約締結、事業実施

▶活用方針の概要
　中野二丁目再開発権利床は、中野二丁目地区第一種市街地再開発事業、中野二丁目土地区画
整理事業に伴い、従前の南部教育相談室跡地、堀江敬老館跡地、旧中野南自転車駐車場の一部
の権利を再開発施設建築物の床に権利変換したものである。事業完了後、権利床部分について
は、自転車駐車場のほか、民間事業者への貸付と併せて公共公益に資する提案を誘導する。



⑧－２ 中野二丁目再開発権利床活用事業に係る事業者募集の選定結果（提案内容①）
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⑧－２ 中野二丁目再開発権利床活用事業に係る事業者募集の選定結果（提案内容②）
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▼閉館について
　中野駅新北口駅前エリア再整備事業に伴い、中野サンプラザの閉館を５月２７
日開催の㈱まちづくり中野２１及び㈱中野サンプラザの両取締役会で決定。

▼レガシーを記憶に残す取り組み
　中野サンプラザの記憶を次世代に残すための取り組みを検討・調整中

⑨ 中野サンプラザの閉館等

▶【区民向け】施設見学会
▶【区立小学校】中野サンプラザを利用したまちづくり学習見学会（社会科見学）
▶【区立中学校】中野サンプラザホールを利用したイベント
▶ 施行予定者及び㈱中野サンプラザが検討中のイベント（例）
　・ホールバックステージツアー
　・中野サンプラザ回顧展

【問合せ】総務部　総務課長　浅川　電話番号　03-3228-8810

▶閉館日：２０２３年７月２日（日曜日）
　　　　※６月末日でホールを除く営業は終了
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▼対象
　中野区内対象店舗で、指定のキャッシュレス決済により代金を支払った方
　

▼実施期間（予定）
　２０２２年１０月以降

▼利用者支援
　スマートフォン等の利用・操作に不慣れな方を支援（デジタルデバイド対応）
　・利用者向け説明会の実施
　・相談窓口、コールセンターの実施

⑩ 中野区生活応援事業の実施

【問合せ】区民部　産業振興課長　平田　　電話番号　03-3228-5590

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、急激な物価上昇など生活必需品の高騰
が生活を圧迫している状況を踏まえ、区民の生活応援及び事業者支援を図るため、キャッ
シュレス決済によるポイント還元事業を実施する。（東京都補助事業を活用）

▶対象店舗：中野区指定のキャッシュレス決済を行う店舗（調整中）　
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⑪－１ 令和４年度シティプロモーション事業助成事業の決定

【問合せ】企画部　広聴・広報課長　高村　電話番号　03-3228-３２６１

▼概要

▼クラウドファンディングの実施
　交付決定事業の周知及び応援気運を向上するため、ふるさと納税制度を活用し
たクラウドファンディングを実施する。

▶事業内容：区民の文化・芸術、子育て・教育の促進に寄与する事業
▶助成額：上限１００万円（助成率１００％）
▶応募事業数：８事業
▶審査結果：交付事業数３、交付総額２８０万円

▶募集方法：ふるさと納税ポータルサイト内に、クラウドファンディング特設ページを開設
▶募集期間：各事業の実施前から９０日間
▶募集金額：各事業上限１００万円

　区内事業者や団体、区民のつながりや絆づくりに焦点を当て、情報発信や取組の支援を行
うことを目的としたシティプロモーションを展開している。その一環として、区民団体・学
生・企業などが主体的に実施するシティプロモーション事業に助成を行う。
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⑪－２ 令和４年度シティプロモーション事業助成事業の決定

申請者 事業名称 内容 実施予定
時期

助成額
（円）

１ 株式会社ヒャク
マンボルト

託児所銭湯 子育て世帯に向けて託
児スタッフを配置した
貸し切り銭湯

７月～ 1,000,000

２ 一般社団法人
わくわくわらっ
ぴー児童支援

中野区子ども漫
才Only-１コン
テスト

公募の区内小中学生に
よる漫才ワークショッ
プとコンテスト

９月～ 800,000

３ 藤﨑美乃 みんなで楽しく
クラシック♪

低年齢の子どもたちの
音楽体験としてのアウ
トリーチコンサート

７月～ 1,000,000

▼交付決定事業
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＜イベント等＞
本日（７月１４日）副区長が任命されました（別紙参照）

〇平和のつどい２０２２、終戦記念日植樹
  ７月２３日（土曜日）、８月１５日（月曜日）

〇日本マイクロソフト株式会社との協定締結
　７月２９日（金曜日）

〇中野チャンプルーフェスタ
  ７月１６日（土曜日）前夜祭、１７日（日曜日）本祭
　メール：nakano.chample.festa@gmail.com

〇第４６回全国高等学校総合文化祭東京大会
  ７月３１日（日曜日）～８月４日（木曜日）

〇第１０回中野駅前大盆踊り大会
  ８月６日（土曜日）、７日（日曜日）

〇ゲームソフト「アノニマス・コード」発売
  ７月２８日（木曜日）
　電話：０９０-９８２２-９９６４（株式会社コラボ総研 代表取締役 伊藤）

中野区企画部 広聴・広報課　03-3228-8803

中野区長定例記者会見資料
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２０２２年７月１４日
区長定例記者会見資料

本日（７月１４日）副区長が任命されました
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２０２２年７月１４日
区長定例記者会見資料

平和のつどい２０２２・終戦記念日植樹
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２０２２年７月１４日
区長定例記者会見資料

日本マイクロソフト株式会社との協定締結

▼目的
　ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の推進について豊富な知見を有する日本マイク
ロソフト㈱との連携を通じ、中野区のＤＸ推進の取組を一層加速させ、行政事務の効率化及び
区民サービスの向上を図る。

▼協定の主な内容
　以下の項目について連携する。

▼協定期間
　締結日から２０２５年３月３１日まで

▼協定締結予定日
　２０２２年７月下旬

▶ デジタルスキルの高い人材の育成に関すること
▶ 行政事務のデジタル化・業務改善に関すること
▶ デジタル社会の推進に関すること












